
確認申請にあたり、宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」という。）の許可等が必

要かどうか以下のフローチャートにて事前に確認してください。

確認にあたっては開発指導課案内資料「宅地造成及び特定盛土等規制法に関するご案内(別紙)」も

参照してください。

確認申請本受付までに、チャートの該当するYes/Noにチェックを行い、計画前後の配置図と共に建

築審査係へ提出してください。

盛土規制法フローチャート

ＳＴＡＲＴ

土地の形質変更①～⑤、土石の堆積⑥⑦に該当する項目がなく

許可不要の要件に該当
≪別紙2-1(2㌻)参照≫

土地の形質変更がある
≪別紙2-1(2㌻)参照≫

許 可 不 要

み な し 許 可 ※

敷地面積 500㎡ 以上

開 発 許 可 対 象 ※

宅地造成等工事
許可の手続きへ※

擁壁の工事等がある
≪別紙2-8(4㌻)参照≫

工 事 の 届 出 ※

土石の堆積がある
≪別紙2-1(2㌻)参照≫

□ ＮＯ

□ ＮＯ

□ ＮＯ

□ ＮＯ

□ ＹＥＳ □ ＹＥＳ

□ ＹＥＳ

□ ＹＥＳ

□ ＹＥＳ

□ ＹＥＳ

□ ＮＯ

計画地住所(地名地番)

□ ＮＯ

確認申請図書に
開発許可書の写しを
添付してください

確認申請図書に
許可証の写しを
添付してください

□ 適用除外
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行
われる宅地造成等工事については、盛土規
制法は適用されません。

※ 開発指導課へ事前相談をしてください。
TEL 03-3578-2226,2228

計画名称


